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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
給油管（３）にポンプ（４）と元弁（５）と流量計（７）とを介装し、その給油管（３）
に接続した給油ホース（８）の先端に給油ノズル（１０）を設け、その給油ノズル（１０
）には負圧発生部（８）が設けられ、給油口内の泡を検知したときに負圧発生部の負圧に
より負圧信号を出力する負圧センサ（９）が設けられ、そして給油を制御する制御装置（
１５）を有する給油装置において、前記給油ノズル（１０）は弁杆（３４）の昇降により
開閉される小弁（３２）と弁室（３５）内の液圧により開閉される大弁（３３）とを備え
、給油ノズル（１０）のレバー（３６）を引くと、弁杆（３４）が引き上げられて小弁（
３２）が開き、大弁（３３）の弁室（３５）内の液が流出して大弁（３３）が開いて給油
され、そして上昇してきた泡で開口（３７）が閉じると自動閉鎖機構（４０）により前記
レバー（３６）の支点（４１）の保持が解除されて弁杆（２４）が下降して小弁（３２）
が閉じ弁室（３５）内の油が流入して大弁（３３）が徐々に閉じるものであり、その制御
装置（１５）は、給油中に上昇してきた泡で開口（３７）が閉じられて負圧が発生し負圧
センサ（９）からの負圧信号が入力されると（ＳＴ５）、１０円未満の端数を切り上げた
給油料金を演算し（ＳＴ６）、その演算した給油量になると（ＳＴ７）元弁（５）を閉じ
る（ＳＴ８）機能を有し、さらに制御装置（１５）は元弁（５）が閉じた後にキーボード
（１４）の整数金額釦（２６）からの信号を受けて１００円未満の端数を切り上げた給油
量を演算し（ＳＴ１０）、元弁（５）を開き（ＳＴ１１）、給油量が１００円未満の端数
を切り上げた量となると（ＳＴ１２）、元弁（５）を閉じる（ＳＴ１３）機能を有してい
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ることを特徴とする給油装置。
【請求項２】
給油管（３）にポンプ（４）と元弁（５）とその元弁（５）に並列して設けた副弁（６）
と流量計（７）とを介装し、その給油管（３）に接続した給油ホース（８）の先端に給油
ノズル（１０）を設け、その給油ノズル（１０）には負圧発生部（８）が設けられ、給油
口内の泡を検知したときに負圧発生部の負圧により負圧信号を出力する負圧センサ（９）
が設けられ、そして給油を制御する制御装置（１５）を有する給油装置において、前記給
油ノズル（１０）は弁杆（３４）の昇降により開閉される小弁（３２）と弁室（３５）内
の液圧により開閉される大弁（３３）とを備え、給油ノズル（１０）のレバー（３６）を
引くと、弁杆（３４）が引き上げられて小弁（３２）が開き、大弁（３３）の弁室（３５
）内の液が流出して大弁（３３）が開いて給油され、そして上昇してきた泡で開口（３７
）が閉じると自動閉鎖機構（４０）により前記レバー（３６）の支点（４１）の保持が解
除されて弁杆（３４）が下降して小弁（３２）が閉じ、小孔（４２）から弁室（３５）内
に油が流入し大弁（３３）が徐々に閉じるものであり、その制御装置（１５）は、給油中
に上昇してきた泡で開口（３７）が閉じられて負圧が発生し負圧センサ（９）からの負圧
信号が入力されると（ＳＴ５）元弁（５）を閉じ、１０円未満の端数を切り上げた給油量
を演算し（ＳＴ６）、その給油量になると（ＳＴ７）、副弁（６）を閉じる（ＳＴ８）機
能を有し、さらに制御装置（１５）は副弁（６）が閉じた後にキーボード（１４）の整数
金額釦（２６）又は整数量釦（２７）が押されると（ＳＴ１１、１４）、１００円未満又
は１リットル未満の端数量を演算し、副弁（６）を開いて（ＳＴ１２、１５）端数分を給
油する（ＳＴ１３、１６）機能を有していることを特徴としている給油装置。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、自動車へ燃料油を給油する給油装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　給油単価は１円単位で設定されているために，給油料金は１円単位となる。そして給油
料金を払う客は紙幣で払うことが多く、釣銭は１円単位となる。そのために、給油所には
釣銭として小銭を多く用意しておく必要があり、釣銭を受け取る客には小銭が多く集まる
ことになる。これらの小銭は両者にとって取扱いが不便なものである。
【０００３】
　自動車の燃料タンクに給油する場合、タンク内の液位が上限近くなって給油を続ける際
に、弁機構を段階制御してガソリンの給液量に端数が出ないようにした給油装置がある（
特許文献１参照）。
　しかし、この給油装置では、給液量に端数は出ないものの、顧客の欲しない例えば１円
単位の釣銭が払出される場合があり、また顧客の希望する給油量を給油することができな
い。
　また、自動車の燃料タンクに給油する場合、紙幣識別機への投入金額と給油代金との差
額がある場合、差額に応じた紙幣を払い出すか、差額をカード状記録媒体に記録するよう
にした給油装置がある（特許文献２参照）。
　しかし、この給油装置では、例えば１０円単位以上の硬貨での釣銭を希望する顧客には
、不便を感じることがあり、また顧客の希望する給油量を給油することができない。
【０００４】
【特許文献１】特公昭６３－１７７１９号公報
【特許文献２】特開平６－２３１３６０号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　本発明は上記に鑑みてなされたもので、給油料金に端数が生じることがない給油装置、
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及び給油量に端数が生じることがない給油装置を提供することを目的としている。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明によれば、給油管３にポンプ４と元弁５と流量計７とを介装し、その給油管３に
接続した給油ホース８の先端に給油ノズル１０を設け、その給油ノズル１０には負圧発生
部８が設けられ、給油口内の泡を検知したときに負圧発生部の負圧により負圧信号を出力
する負圧センサ９が設けられ、そして給油を制御する制御装置１５を有する給油装置にお
いて、前記給油ノズル１０は弁杆３４の昇降により開閉される小弁３２と弁室３５内の液
圧により開閉される大弁３３とを備え、給油ノズル１０のレバー３６を引くと、弁杆３４
が引き上げられて小弁３２が開き、そして大弁３３の弁室３５内の液が流出して大弁３３
が開いて給油され、そして上昇してきた泡で開口３７が閉じると自動閉鎖機構４０により
前記レバー３６の支点４１の保持が解除されて弁杆２４が下降して小弁３２が閉じ弁室３
５内の油が流入して大弁３３が徐々に閉じるものであり、その制御装置１５は、給油中に
上昇してきた泡で開口３７が閉じられて負圧が発生し負圧センサ９からの負圧信号が入力
されると（ＳＴ５）、１０円未満の端数を切り上げた給油料金を演算し（ＳＴ６）、そし
てその演算した給油量になると（ＳＴ７）元弁５を閉じる（ＳＴ８）機能を有し、さらに
制御装置１５は元弁５が閉じた後にキーボード１４の整数金額釦２６からの信号を受けて
１００円未満の端数を切り上げた給油量を演算し（ＳＴ１０）、元弁５を開き（ＳＴ１１
）、給油量が１００円未満の端数を切り上げた量となると（ＳＴ１２）、元弁５を閉じる
（ＳＴ１３）機能を有している。
【０００９】
　さらに、本発明によれば、給油管３にポンプ４と元弁５とその元弁５に並列して設けた
副弁６と流量計７とを介装し、その給油管３に接続した給油ホース８の先端に給油ノズル
１０を設け、その給油ノズル１０には負圧発生部８が設けられ、給油口内の泡を検知した
ときに負圧発生部の負圧により負圧信号を出力する負圧センサ９が設けられ、そして給油
を制御する制御装置１５を有する給油装置において、前記給油ノズル１０は弁杆３４の昇
降により開閉される小弁３２と弁室３５内の液圧により開閉される大弁３３とを備え、給
油ノズル１０のレバー３６を引くと、弁杆３４が引き上げられて小弁３２が開き、そして
大弁３３の弁室３５内の液が流出して大弁３３が開いて給油され、そして負圧により前記
レバー３６の支点４１の保持が解除されて弁杆３４が下降して小弁３２が閉じ、小孔４２
から弁室３５内に油が流入し大弁３３が徐々に閉じるものであり、その制御装置１５は、
給油中に上昇してきた泡で開口３７が閉じられて負圧が発生し負圧センサ９からの負圧信
号が入力される（ＳＴ５）と元弁５を閉じ、１０円未満の端数を切り上げた給油量を演算
し（ＳＴ６）、その給油量になると（ＳＴ７）、副弁６を閉じる（ＳＴ８）機能を有し、
さらに制御装置１５は副弁６が閉じた後にキーボード１４の整数金額釦２６又は整数量釦
２７が押されると（ＳＴ１１、１４）、１００円未満又は１リットル未満の端数量を演算
し、副弁６を開いて（ＳＴ１２、１５）端数分を給油する（ＳＴ１３、１６）機能を有し
ている。
【００１０】
　かつ本発明によれば、副弁６が閉じた後にキーボード１４の整数金額釦２６又は整数量
釦２７が押されると、１００円未満又は１リットル未満の端数量を演算して副弁６を開き
、端数を給油する機能を有している。
【発明の効果】
【００１１】
　１）給油料金に端数が生じないので、給油所に小銭を多く用意する必要がなくなる。ま
た客に多くの小銭が集まることがなくなる。そして給油料金がスピィーディに精算できる
。
　２）整数金額釦を押すことにより、百円以下の端数を切り上げた給油が自動的に行われ
るので、１０円及び５０円を小銭と思う客にも対応できる。
　３）整数量釦を押すことにより、リットル以下の端数を切り上げた給油が自動的に行わ
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れるので、掛買いで給油をしている客の給油量の集計管理が容易となる。
　４）給油量でプリセットした場合には、端数金額を切り上げた量の給油となるので、小
銭を扱うことがなくなる。
　５）元弁を先に閉じ、副弁を所定時間後閉じることにより、元弁のみの閉止により給油
を終了する場合に比して、より円滑に給油を終了することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１２】
　以下図面を参照にして、本発明の第１の実施の形態を説明する。
　図１に示すように、給油装置１のハウジング２内には給油管３が配設され、この給油管
３にはポンプ４、元弁５、及び流量計７が介装され、給油管３に接続された給油ホース８
の先端には負圧センサ９を有する給油ノズル１０が設けられている。そして、ハウジング
２には、表示器１１、ノズルスイッチ１２を有するノズル掛け１３、給油データを入力す
るキーボード１４、及び制御装置１５が設けられている。
【００１３】
　制御装置１５は、ポンプ４を駆動するモータ１６へ駆動信号を出力し、元弁５へ開閉信
号を出力し、表示器１１へ表示データを出力する。また、制御装置１５には、キーボード
１４から給油データが入力し、ノズルスイッチ１２からオン・オフ信号が入力し、流量計
７の流量パルス発信器１７から流量パルス信号が入力し、給油ノズル１０の負圧センサ９
から負圧信号が入力する。
【００１４】
　図２に示すように、制御装置１５は、モータ１６の駆動を制御するモータ駆動手段１８
、元弁５の開弁を制御する弁開駆動手段１９、元弁５の閉弁を制御する弁閉駆動手段２０
、表示器１１の表示を制御する表示器駆動手段２１、流量パルス発信器１７の流量パルス
から給油量を計数する計数手段２２、燃料油の単価を記憶した単価記憶手段２３、給油料
金を演算する料金演算手段２４、負圧センサ９から負圧信号を受けて略満タンを判断する
判断手段２５、キーボード１４の整数金額釦２６、整数量釦２７、及び整数プリセット釦
２８から信号を受けて、端数がない給油金額又は給油量の給油を実行する端数処理手段２
９等を具備している。
【００１５】
　図３に示すように、本発明の給油ノズル１０は従来のものと略同じ構造であるが、ダイ
ヤフラム室３１内に負圧センサ９が設けられ、弁は小弁３２と大弁３３で構成され、小弁
３２は弁杆３４の昇降により開閉され、大弁３３は弁室３５内の液圧により開閉されるよ
うになっている。
【００１６】
　給油ノズル１０を自動車の給油口に挿入し、レバー３６を引くと弁杆３４が引き上げら
れて小弁３２が開き、弁室３５内の液が流出して液圧により大弁３３が開いて給油が開始
する。
【００１７】
　そして、燃料タンクが略満タンになり、上昇してきた泡で開口３７が閉じると、負圧発
生部３８で生じた負圧がダイヤフラム室３１に伝わり、負圧センサ９から負圧信号が出力
される。同時にダイヤフラム３９が撓み自動閉鎖機構４０によるレバー３６の支点４１の
保持が解除され、弁杆３４が下降する。弁杆３４が下降することにより小弁３２が閉じ、
小孔４２から弁室３５内に流入する油で大弁３３は徐々に閉じるようになっている。
【００１８】
　なお、燃料油は比較的に泡立ち易く、給油ノズル１０の開口３７が泡で閉じられて給油
が停止した後に、１リットル前後の給油ができる。
【００１９】
　次に、図４のフロー図に基づいて、本発明の給油装置１の給油の態様を説明する。
　１）１０円未満の端数を切り上げた給油
　給油ノズル１０をノズル掛け１３から外すと、ノズルスイッチ１２からオン信号が制御
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装置１５に入力し（ＳＴ１）、この信号を受けた制御装置１５は、計数手段２２に計数さ
れていた前回の計数データをリセットし、表示器駆動手段２１により表示器１１を帰零し
、弁開駆動手段１９により元弁５を開き、モータ駆動手段１８によりモータ１６を駆動し
てポンプ４が回動される（ＳＴ２）。
【００２０】
　給油ノズル１０を自動車の給油口に挿入してレバー３６を引くと、弁杆３４が引き上げ
られて小弁３２が開き、弁室３５内の液が流出して液圧により大弁３３が開いて給油が開
始する。
【００２１】
　流量計７の流量パルス発信器１７から流量パルスが制御装置１５に入力し（ＳＴ３）、
制御装置１５は、計数手段２２で給油量を計数し、料金演算手段２４で給油金額を演算し
、これらの表示データを表示器駆動手段２１により表示器１１に表示する（ＳＴ４）。
【００２２】
　燃料タンクが満タンになり、上昇してきた泡で開口３７が閉じられて負圧がダイヤフラ
ム室３１に伝わると、負圧センサ９から負圧信号が制御装置１５に入力する（ＳＴ５）。
判断手段２５は負圧信号を受け、料金演算手段２４は給油料金を演算し（ＳＴ６）、端数
処理手段２９は１０円未満の端数を切り上げた給油量を演算し、その給油量になると（Ｓ
Ｔ７）、弁閉駆動手段２０で元弁５を閉じる（ＳＴ８）。
【００２３】
　一方、給油ノズル１０は、負圧によりダイヤフラム３９が撓み自動閉鎖機構４０による
レバー３６の支点４１の保持が解除され、弁杆３４が下降して小弁３２が閉じ、小孔４２
から弁室３５内に油が流入し大弁３３は徐々に閉じる。
【００２４】
　このように、制御装置１５は負圧センサ９から負圧信号が伝わり、１０円未満の端数を
切り上げた量が給油されると元弁５を閉じる。この端数を切り上げた量の給油は短時間で
あるので、大弁３３が徐々に閉じる間に給油されることになる。
【００２５】
　そして、給油ノズル１０をノズル掛け１３に掛けると、ノズルスイッチ１２からオフ信
号が制御装置１５に入力し、モータ駆動手段１８によるモータ１６の駆動が停止する。
【００２６】
　このように１０円未満の端数を切り上げた給油となるので、給油所では小銭の釣銭を用
意する必要がなくなる。また、客は煩雑な小銭を受け取ることがなくなる。
【００２７】
　２）１００円未満の端数を切り上げた給油
　１０円未満の端数を切り上げた給油が終わって給油ノズル１０をノズル掛け１３に掛け
る前に、キーボード１４の整数金額釦２６を押すと（ＳＴ１０）、整数金額信号が制御装
置１５に入力し、整数金額信号を受けた端数処理手段２９は１００円未満の端数を切り上
げた給油量を演算し、弁開駆動手段１９は元弁５を開く（ＳＴ１１）。そして、給油ノズ
ル１０のレバー３６を引くと、給油が再開され、１００円未満の端数を切り上げた給油量
が給油されると（ＳＴ１２）、弁閉駆動手段２０は元弁６を閉じる（ＳＴ１３）。
【００２８】
　そして、給油ノズル１０をノズル掛け１３に掛けると、ノズルスイッチ１２からオフ信
号が制御装置１５に入力し（ＳＴ１４）、モータ駆動手段１８によりモータ１６の駆動が
停止する（ＳＴ１５）。
【００２９】
　このように１００円未満の端数を切り上げた給油となるので、１００円未満を小銭と考
える客にも対応できる。
【００３０】
　３）１リットル未満の端数を切り上げた給油
　１リットル未満の端数を切り上げた給油を希望する場合、１０円未満の端数を切り上げ
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た給油が終わって給油ノズル１０をノズル掛け１３に掛ける前に、キーボード１４の量整
数釦２７を押す。
【００３１】
　そうすると、量整数信号が制御装置１５に入力し、上記１００円未満の端数を切り上げ
た給油の場合のフローＳＴ１０～１５（整数金額信号と量整数信号の違いがあるのみ）と
同様のフローで、給油が行われる。
【００３２】
　このように１リットル未満の端数を切り上げた給油となるので、掛買い客の場合に給油
量の集計管理が容易となる。
【００３３】
　４）量プリセットで１０円未満の端数を切り上げた給油
　給油前にキーボード１４の端数金額切り上げ指定の整数プリセット釦２８を押して、プ
リセット量信号が制御装置１５に入力すると、端数処理手段２９は１０円未満の端数を切
り上げた給油量を演算してプリセットする。
【００３４】
　そして、上述したと同様に、給油ノズル１０をノズル掛け１３から外すと、ノズルスイ
ッチ１２からオン信号が制御装置１５に入力し（ＳＴ１）、表示器１１を帰零し、元弁５
を開き、モータ１６を駆動してポンプ４が回動される（ＳＴ２）。
【００３５】
　給油ノズル１０を自動車の給油口に挿入して給油が開始すると、流量パルス信号が制御
装置１５に入力し（ＳＴ３）、給油量が計数され、給油金額が演算され、表示器１１に表
示される（ＳＴ４）。
　プリセット量になると（ＳＴ２０）、元弁６を閉じる（ＳＴ８）。
【００３６】
　そして、給油ノズル１０をノズル掛け１３に掛けると、ノズルスイッチ１２からオフ信
号が制御装置１５に入力し（ＳＴ１４）、モータ１６の駆動が停止する（ＳＴ１０）。
【００３７】
　このように給油量をプリセットした場合に、給油金額の端数を切り上げた給油量がプリ
セットされて給油されるので、小銭の釣銭がない給油となる。
【００３８】
　なお、給油ノズル１０の負圧センサ９から負圧信号を受けて元弁５を閉じて給油が停止
するので、給油ノズル１０の小弁３２及び大弁３３に不具合が生じて閉じない場合に、自
動的に給油が停止するので安全である。
【００３９】
　次に、本発明による第２の実施の形態を図２、図３、図５、図６により説明する。
　本発明による第２の実施の形態における制御装置のブロック図は、図５に示され、元弁
５に副弁６が並列に接続されており、制御装置１５は、元弁５及び副弁６へ開閉信号を出
力するようになっており、その他の構成は図１に同じである。また、給油ノズル１０自体
は、副弁の他は図３に示すものと同じ構造である。
【００４０】
　制御装置１５のブロック図は、第１の実施の形態の図２を援用する。第２の実施の形態
では、図２の元弁、符号５のブロックが、元弁・副弁、符号５・６として示されることに
なる。
【００４１】
　次に、図６のフロー図に基づいて、本発明の給油装置１の給油の態様を説明する。
　１）１０円未満の端数を切り上げた給油
　給油ノズル１０をノズル掛け１３から外すと、ノズルスイッチ１２からオン信号が制御
装置１５に入力し（ＳＴ１）、この信号を受けた制御装置１５は、計数手段２２に計数さ
れていた前回の計数データをリセットし、表示器駆動手段２１により表示器１１を帰零し
、弁開駆動手段１９により元弁５及び副弁６を開き、モータ駆動手段１８によりモータ１
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６を駆動してポンプ４が回動される（ＳＴ２）。
【００４２】
　給油ノズル１０を自動車の給油口に挿入してレバー３６を引くと、弁杆３４が引き上げ
られて小弁３２が開き、弁室３５内の液が流出して液圧により大弁３３が開いて給油が開
始する。
【００４３】
　流量計７の流量パルス発信器１７から流量パルスが制御装置１５に入力し（ＳＴ３）、
制御装置１５は、計数手段２２で給油量を計数し、料金演算手段２４で給油金額を演算し
、これらの表示データを表示器駆動手段２１により表示器１１に表示する（ＳＴ４）。
【００４４】
　燃料タンクが略満タンになり、上昇してきた泡で開口３７が閉じられて負圧がダイヤフ
ラム室３１に伝わると、負圧センサ９から負圧信号が制御装置１５に入力する（ＳＴ５）
。負圧信号を受けた判断手段２５は弁閉駆動手段２０で元弁５を閉じ、端数処理手段２９
は１０円未満の端数を切り上げた給油量を演算し（ＳＴ６）、その給油量になると（ＳＴ
７）、弁閉駆動手段２０で副弁６を閉じる（ＳＴ８）。
【００４５】
　一方、給油ノズル１０は、負圧によりダイヤフラム３９が撓み自動閉鎖機構４０による
レバー３６の支点４１の保持が解除され、弁杆３４が下降して小弁３２が閉じ、小孔４２
から弁室３５内に油が流入し大弁３３は徐々に閉じる。
【００４６】
　このように、制御装置１５は負圧センサ９から負圧信号が伝わると元弁５を直に閉じ、
１０円未満の端数を切り上げた量が給油されると副弁６を閉じる。この端数を切り上げた
量の給油は短時間であるので、大弁３３が徐々に閉じる間に給油されることになる。
【００４７】
　そして、給油ノズル１０をノズル掛け１３に掛けると、ノズルスイッチ１２からオフ信
号が制御装置１５に入力し（ＳＴ９）、モータ駆動手段１８によるモータ１６の駆動が停
止する。（ＳＴ１０）。
【００４８】
　このように１０円未満の端数を切り上げた給油となるので、給油所では小銭の釣銭を用
意する必要がなくなる。また、客は煩雑な小銭を受け取ることがなくなる。
【００４９】
　２）１００円未満の端数を切り上げた給油
　１０円未満の端数を切り上げた給油が終わって給油ノズル１０をノズル掛け１３に掛け
る前に、キーボード１４の整数金額釦２６を押すと整数金額信号が制御装置１５に入力す
る（ＳＴ１１）。整数金額信号を受けた端数処理手段２９は１００円未満の端数を切り上
げた給油量を演算し、弁開駆動手段１９は副弁６を開く（ＳＴ１２）。そして、給油ノズ
ル１０のレバー３６を引くと、給油が再開され、１００円未満の端数を切り上げた給油量
が給油されると（ＳＴ１３）、弁閉駆動手段２０は副弁６を閉じる（ＳＴ８）。
【００５０】
　そして、給油ノズル１０をノズル掛け１３に掛けると、ノズルスイッチ１２からオフ信
号が制御装置１５に入力し（ＳＴ９）、モータ駆動手段１８によりモータ１６の駆動が停
止する。（ＳＴ１０）。
【００５１】
　このように１００円未満の端数を切り上げた給油となるので、１００円未満を小銭と考
える客にも対応できる。
【００５２】
　３）１リットル未満の端数を切り上げた給油
　１０円未満の端数を切り上げた給油が終わって給油ノズル１０をノズル掛け１３に掛け
る前に、キーボード１４の量整数釦２７を押すと量整数信号が制御装置１５に入力する（
ＳＴ１４）。量整数信号を受けて端数処理手段２９は１リットル未満の端数を切り上げた
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給油量を演算し、弁開駆動手段１９は副弁６を開く（ＳＴ１５）。そして、給油ノズル１
０のレバー３６を引くと、給油が再開され、１リットル未満の端数を切り上げた給油量が
給油されると（ＳＴ１６）、弁閉駆動手段２０は副弁６を閉じる（ＳＴ８）。
【００５３】
　そして、給油ノズル１０をノズル掛け１３に掛けると、ノズルスイッチ１２からオフ信
号が制御装置１５に入力し（ＳＴ９）、モータ駆動手段１８によるモータ１６の駆動が停
止する。（ＳＴ１０）。
【００５４】
　このように１リットル未満の端数を切り上げた給油となるので、掛買い客の場合に給油
量の集計管理が容易となる。
【００５５】
　４）量プリセットで１０円未満の端数を切り上げた給油
　給油前にキーボード１４の端数金額切り上げ指定の整数プリセット釦２８を押して、プ
リセット量信号が制御装置１５に入力すると、端数処理手段２９は１０円未満の端数を切
り上げた給油量を演算してプリセットする。
【００５６】
　そして、上述したと同様に、給油ノズル１０をノズル掛け１３から外すと、ノズルスイ
ッチ１２からオン信号が制御装置１５に入力し（ＳＴ１）、表示器１１を帰零し、元弁５
及び副弁６を開き、モータ１６を駆動してポンプ４が回動される（ＳＴ２）。
【００５７】
　給油ノズル１０を自動車の給油口に挿入して給油が開始すると、流量パルス信号が制御
装置１５に入力し（ＳＴ３）、給油量が計数され、給油金額が演算され、表示器１１に表
示される（ＳＴ４）。
【００５８】
　プリセット量近くになると（ＳＴ１７）、弁閉駆動手段２０は元弁５を閉じ（ＳＴ１８
）、プリセット量になると（ＳＴ１９）、副弁６を閉じる（ＳＴ８）。
【００５９】
　そして、給油ノズル１０をノズル掛け１３に掛けると、ノズルスイッチ１２からオフ信
号が制御装置１５に入力し（ＳＴ９）、モータ１６の駆動が停止する。（ＳＴ１０）。
【００６０】
　本実施形態によれば、給油ノズル１０の負圧センサ９から負圧信号を受けて元弁５を閉
じ、次いで少量給油後に副弁６を閉じて給油が停止するので、第１の実施形態のように大
容量の元弁のみを用いこれを負圧信号を受けて直に閉じる場合に比して、給油の停止を円
滑にすることができる。
【産業上の利用可能性】
【００６１】
　端数金額を切り上げた給油が自動的に行われるので、給油所に小銭を多く用意する必要
がなくなり、客に多くの小銭が集まることがなくなる。そして、給油料金がスピィーディ
に精算できる給油装置となる。また、端数量を切り上げた給油を行った場合には、掛買い
で給油をしている客の給油量の集計管理が容易な給油装置となる。
【図面の簡単な説明】
【００６２】
【図１】本発明の第１の実施の形態の給油装置の断面図。
【図２】上記給油装置の制御装置のブロック図。
【図３】上記給油装置の給油ノズルの断面図。
【図４】上記給油装置の給油の態様を示すフロー図。
【図５】本発明の第２の実施の形態の給油装置の断面図。
【図６】上記給油装置の給油の態様を示すフロー図。
【符号の説明】
【００６３】
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　１・・・給油装置
　２・・・ハウジング
　３・・・給油管
　４・・・ポンプ
　５・・・元弁
　６・・・副弁
　７・・・流量計
　８・・・給油ホース
　９・・・負圧センサ
　１０・・・給油ノズル
　１１・表示器
　１２・・・ノズルスイッチ
　１３・・・ノズル掛け
　１４・・・キーボード
　１５・・・制御装置
　１６・・・モータ
　１７・・・流量パルス発信器
　１８・・・モータ駆動手段
　１９・・・弁開駆動手段
　２０・・・弁閉駆動手段
　２１・・・表示器駆動手段
　２２・・・計数手段
　２３・・・単価記憶手段
　２４・・・料金演算手段
　２５・・・判断手段
　２６・・・整数金額釦
　２７・・・整数量釦
　２８・・・整数プリセット釦
　２９・・・端数処理手段
　３１・・・ダイヤフラム室
　３２・・・小弁
　３３・・・大弁
　３４・・・弁杆
　３５・・・弁室
　３６・・・レバー
　３７・・・開口
　３８・・・負圧発生部
　３９・・・ダイヤフラム
　４０・・・自動閉鎖機構
　４１・・・支点
　４２・・・小孔
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